
- 1 - 

 由布市告示第72号 

  平成25年第２回由布市議会定例会を次のとおり招集する 

     平成25年６月５日 

                                由布市長 首藤 奉文 

 １ 期 日  平成25年６月12日 

 ２ 場 所  挾間庁舎由布市議会議事堂 

────────────────────────────── 

 ○開会日に応招した議員 

鷲野 弘一君         廣末 英德君 

甲斐 裕一君         長谷川建策君 

二ノ宮健治君         小林華弥子君 

髙橋 義孝君         新井 一徳君 

佐藤 郁夫君         佐藤 友信君 

溝口 泰章君         西郡  均君 

渕野けさ子君         太田 正美君 

佐藤  正君         佐藤 人已君 

田中真理子君         利光 直人君 

工藤 安雄君         生野 征平君 

────────────────────────────── 

 ○応招しなかった議員 

                    なし 

────────────────────────────── 
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─────────────────────────────────────────── 

平成25年 第２回（定例）由 布 市 議 会 会 議 録（第１日） 

                             平成25年６月12日（水曜日） 

─────────────────────────────────────────── 

議事日程（第１号） 

                        平成25年６月12日 午前10時00分開会 

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

 日程第２ 会期の決定 

 日程第３ 諸報告 

 日程第４ 請願・陳情について 

 日程第５ 報告第４号 平成２４年度由布市土地開発公社の経営状況を説明する書類の提出に

ついて 

 日程第６ 報告第５号 平成２５年度由布市土地開発公社の事業計画を説明する書類の提出に

ついて 

 日程第７ 報告第６号 平成２４年度由布市一般会計継続費繰越計算書について 

 日程第８ 報告第７号 平成２４年度由布市一般会計繰越明許費繰越計算書について 

 日程第９ 報告第８号 例月出納検査の結果に関する報告について 

 日程第10 報告第９号 行政監査の結果に関する報告について 

 日程第11 報告第10号 財政援助団体等監査の結果に関する報告について 

 日程第12 諮問第３号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

 日程第13 諮問第４号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

 日程第14 諮問第５号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

 日程第15 議案第42号 由布市子ども・子育て会議条例の制定について 

 日程第16 議案第43号 由布市営簡易水道事業設置条例の一部改正について 

 日程第17 議案第44号 由布市簡易水道事業給水条例の一部改正について 

 日程第18 議案第45号 市道路線（小久保線）の認定について 

 日程第19 議案第46号 市道路線（畑線）の認定について 

 日程第20 議案第47号 平成２５年度由布市一般会計補正予算（第１号） 

 日程第21 議案第48号 平成２５年度由布市介護保険特別会計補正予算（第１号） 

────────────────────────────── 

本日の会議に付した事件 

 日程第１ 会議録署名議員の指名 
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 日程第２ 会期の決定 

 日程第３ 諸報告 

 日程第４ 請願・陳情について 

 日程第５ 報告第４号 平成２４年度由布市土地開発公社の経営状況を説明する書類の提出に

ついて 

 日程第６ 報告第５号 平成２５年度由布市土地開発公社の事業計画を説明する書類の提出に

ついて 

 日程第７ 報告第６号 平成２４年度由布市一般会計継続費繰越計算書について 

 日程第８ 報告第７号 平成２４年度由布市一般会計繰越明許費繰越計算書について 

 日程第９ 報告第８号 例月出納検査の結果に関する報告について 

 日程第10 報告第９号 行政監査の結果に関する報告について 

 日程第11 報告第10号 財政援助団体等監査の結果に関する報告について 

 日程第12 諮問第３号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

 日程第13 諮問第４号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

 日程第14 諮問第５号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

 日程第15 議案第42号 由布市子ども・子育て会議条例の制定について 

 日程第16 議案第43号 由布市営簡易水道事業設置条例の一部改正について 

 日程第17 議案第44号 由布市簡易水道事業給水条例の一部改正について 

 日程第18 議案第45号 市道路線（小久保線）の認定について 

 日程第19 議案第46号 市道路線（畑線）の認定について 

 日程第20 議案第47号 平成２５年度由布市一般会計補正予算（第１号） 

 日程第21 議案第48号 平成２５年度由布市介護保険特別会計補正予算（第１号） 

────────────────────────────── 

出席議員（20名） 

１番 鷲野 弘一君        ２番 廣末 英德君 

３番 甲斐 裕一君        ４番 長谷川建策君 

５番 二ノ宮健治君        ６番 小林華弥子君 

７番 髙橋 義孝君        ８番 新井 一徳君 

９番 佐藤 郁夫君        10番 佐藤 友信君 

11番 溝口 泰章君        12番 西郡  均君 

13番 渕野けさ子君        14番 太田 正美君 

15番 佐藤  正君        16番 佐藤 人已君 
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17番 田中真理子君        18番 利光 直人君 

20番 工藤 安雄君        21番 生野 征平君 

────────────────────────────── 

欠席議員（なし） 

────────────────────────────── 

欠  員（２名） 

────────────────────────────── 

事務局出席職員職氏名 

局長 秋吉 孝治君        書記 江藤 尚人君 

書記 三重野鎌太郎君       書記 伊藤 裕乃君 

────────────────────────────── 

説明のため出席した者の職氏名 

市長 ……………………… 首藤 奉文君   副市長 …………………… 島津 義信君 

教育長 …………………… 清永 直孝君   総務部長 ………………… 相馬 尊重君 

総務課長 ………………… 麻生 正義君   財政課長 ………………… 梅尾 英俊君 

総合政策課長 …………… 溝口 隆信君   監査・選管事務局長 …… 衛藤 公治君 

会計管理者 ……………… 工藤  敏君   産業建設部長 …………… 工藤 敏文君 

健康福祉事務所長 ……… 衛藤 哲雄君   環境商工観光部長 ……… 平井 俊文君 

挾間振興局長 …………… 柚野 武裕君   庄内振興局長 …………… 麻生 宗俊君 

湯布院振興局長 ………… 足利 良温君   教育次長 ………………… 日野 正彦君 

消防長 …………………… 大久保一彦君   代表監査委員 …………… 土屋 誠司君 

────────────────────────────── 

○事務局長（秋吉 孝治君）  皆さん、おはようございます。開会に先立ちまして、去る５月

２２日に開催されました第８９回全国市議会議長会定期総会におきまして、永年在職議員表彰を

受けられました３名の議員に対する表彰状の伝達式を行います。 

 それでは、受賞者のお名前を申し上げます。お名前を呼ばれました議員は、議場中央へお進み

ください。１０年表彰、工藤安雄議員、同じく佐藤人已議員、同じく新井一徳議員。 

 それでは、生野議長から表彰状の伝達並びに記念品の贈呈を行います。 

 最初に、工藤安雄議員、どうぞ。 

○議長（生野 征平君）  表彰状、由布市、工藤安雄殿。 

 あなたは、市議会議員として１０年、市政の振興に努められ、その功績は著しいものがありま

すので、第８９回定期総会に当たり、本会表彰規定により表彰いたします。平成２５年５月
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２２日、全国市議会議長会会長佐藤祐文。 

 おめでとうございます。（拍手） 

○事務局長（秋吉 孝治君）  次に、佐藤人已議員、どうぞ、お願いします。 

○議長（生野 征平君）  表彰状、由布市、佐藤人已殿、以下同文でございます。 

 おめでとうございます。（拍手） 

○事務局長（秋吉 孝治君）  次に、新井一徳議員、お願いいたします。 

○議長（生野 征平君）  表彰状、由布市、新井一徳殿、以下同文でございます。 

 おめでとうございます。（拍手） 

○事務局長（秋吉 孝治君）  ここで、議会を代表して、生野議長がお祝いの御挨拶を申し上げま

す。生野議長、よろしくお願いいたします。 

○議長（生野 征平君）  どうも、本日はおめでとうございます。 

 私ども議会を代表いたしまして、本当に一言ですけどもお喜びを申し上げたいと思います。ど

うぞ、今後とも十分健康に留意されまして、そして、まだ後が随分残っておりますので、２０年

を目指して御活躍をお願いしたいと思います。本日は、どうもおめでとうございます。（拍手） 

○事務局長（秋吉 孝治君）  以上で、表彰状の伝達式を終わります。御協力ありがとうございま

した。 

────────────────────────────── 

午前10時03分開会 

○議長（生野 征平君）  皆さん、おはようございます。これより、平成２５年第２回由布市議会

定例会を開会します。直ちに本日の会議を開きます。 

 ただいまの出席議員数は２０名です。定足数に達していますので、本日の会議を開きます。 

 執行部より、市長、副市長、教育長、各部長、関係課長及び代表監査委員の出席を求めていま

す。 

 本日の議事日程は、お手元に配付の議事日程第１号により行います。 

────────────・────・──────────── 

日程第１．会議録署名議員の指名 

○議長（生野 征平君）  まず、日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 本定例会の会議録署名議員は、会議規則第８８条の規定により、１０番、佐藤友信君、１１番、

溝口泰章君の２名を指名します。 

────────────・────・──────────── 

日程第２．会期の決定 

○議長（生野 征平君）  次に、日程第２、会期の決定を議題とします。 
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 本定例会の会期は、本日から６月２５日までの１４日間といたしたいと思いますが、これに御

異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（生野 征平君）  異議なしと認めます。よって、本定例会の会期は、本日から６月２５日

までの１４日間と決定いたしました。 

────────────・────・──────────── 

日程第３．諸報告 

○議長（生野 征平君）  次に、日程第３、諸報告を行います。 

 まず、議長報告については、前期定例会終了後から今期定例会開会までの分をお手元に資料と

して配付しておりますので、お目通しをいただき、報告とさせていただきます。 

 次に、市長の行政報告を受けます。市長。 

○市長（首藤 奉文君）  皆さん、おはようございます。 

 平成２５年第２回定例会の開会に当たりまして、議員各位には公私ともに大変御多忙の中、御

出席をいただきまして、心から感謝を申し上げます。 

 また、本定例会において提案いたすことにしております、報告７件、諮問３件、議案７件につ

きましては、どうか、慎重な御審議をお願いいたしますとともに、何とぞ御賛同いただきますよ

うお願いを申し上げます。 

 さて、お手元に行政報告をお配りしてございます。御一読いただきますようお願いする次第で

ありますが、少しお時間をいただきまして、幾つかの項目について詳細な御報告を申し上げます。 

 まず３月２４日ですが、由布市健康立市宣言大会を、はさま未来館で行いました。全ての市民

の皆様が、住みなれた地域で生き生きと暮らしていけるよう「健康長寿」と「生活の質の向上」

に向け、市民と行政、地域が一体となった「健康立市 由布市」を目指してまいりたいと思いま

す。 

 ４月３日には、７月１日に合併が予定されております、３町商工会の合併調印式が庄内庁舎で

行われ、立会人として出席をいたしました。組織が一本化することにより、より大きな力が発揮

されることを期待するものであります。 

 ４月１０日には、国土交通省を訪問し、国土交通大臣、道路局長、高速道路課長など、関係者

と面談し、スマートインターチェンジの整備の要望を、再度行ったところであります。 

 昨日、国土交通大臣からインターチェンジの設置の連結許可が下りたとの知らせが、国土交通

省大分河川国道事務所長から入りました。今後は、早期完成に向けて、要望等を行ってまいりた

いと考えております。 

 また、同日、全国市長会理事会に出席をいたしました。 
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 ５月１０日には、豊後高田市で大分県市長会春季定例会が開催されました。九州市長会に提案

する議案と、大分県に対しての要望事項が決定されたところであります。 

 ４月１６日に、大分市で開催されました第１１３回九州市長会におきましては、九州１１８市

から１１０市の市長が一堂に会しまして、「都市基盤の拡充強化について」や「合併市町村に対

する支援策の充実について」などの議案について討議がなされ、全ての議案が可決されたところ

であります。 

 ５月３０日には、市内の防災パトロールを実施いたしました。危険と思われる１１カ所を関係

機関と現地視察を行いました。ことしは例年より９日も早く、５月２７日に梅雨入りとなりまし

たことから、警戒態勢には万全を期してまいりたいと考えております。 

 ６月４日には、全国市長会、理事会・評議員会合同会議及び第１分科会に出席し、地方行政等

の関係議案並びに重点要望事項について審議を行いました。 

 翌５日に開催された第８３回全国市長会通常総会では、東日本大震災からの復旧・復興に関す

る決議や社会保障制度の充実強化に関する決議など、７件の決議が決定されました。 

 ６日には、防衛省へ、大分県基地・日出生台演習場周辺施設整備期成会による、平成２６年度

予算要望に伴う合同要請を行いました。 

 次に、５,０００万円以上の工事請負契約につきましては、行政報告に記載しておりますので、

よろしくお願いをいたします。 

 以上、報告をいたします。 

○議長（生野 征平君）  市長の行政報告が終わりました。 

 大分気温も上がりましたんで、上着をとられる方は結構ですので、どうぞ、自由にしていただ

きたいと思います。 

 次に、地方自治法第１２５条の規定により、平成２５年第１回定例会において採択されました

請願、陳情の処理の経過と結果について、執行部より報告を求めます。副市長。 

○副市長（島津 義信君）  おはようございます。副市長でございます。 

 それでは、２５年第１回定例会におきまして採択をされました、陳情、大村競艇場外発売場設

置に関する陳情につきまして、経過を報告をいたします。 

 この陳情につきましては、総合政策課を中心に庁内に調査検討委員会を設置をして検討をして

まいりました。３月１０日に、検討結果を、地元の十分な理解を得るようにというような内容で、

市長に報告をいたしました。 

 第１回定例会で建設賛成陳情が採択されて以降は、４月２５日に来庁いたしました大村市から、

行政協定に係る手続の説明等を受けました。説明後、大村市に対しましては、地元の十分な理解

が必要であることを伝え、大村市側から直接地元に対して説明会を実施するよう、要請をいたし
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ております。また、事前に挾間町環境保全審議会に報告したい旨を伝えまして、建設に係る施設

規模等の内容を明確とする資料として、施設の設計図面等の提出を求めているところであります。 

 ５月の２６日には、大村市企業局のほうが七蔵司自治公民館で地元説明会を開催をいたしてお

ります。今後につきましては、挾間町環境保全審議会に事前報告する予定にしているところでご

ざいます。 

 以上でございます。 

○議長（生野 征平君）  請願、陳情の処理の経過及び結果報告が終わりました。 

 次に、由布大分環境衛生組合議会の報告をお願いいたします。由布大分環境衛生組合議長、二

ノ宮健治君。 

○議員（５番 二ノ宮健治君）  皆さん、おはようございます。由布大分環境衛生組合議長の二ノ

宮健治でございます。 

 お手元に報告書を差し上げております。それに基づいて説明したいと思います。 

 由布大分環境衛生組合議会臨時会が開催されましたので、その概要について下記のとおり報告

をいたします。 

 平成２５年第１回由布大分環境衛生組合議会臨時会、日時は平成２５年６月７日午後２時

３０分からでございます。会期が１日間、場所は由布大分環境衛生組合の２階会議室で行われま

した。 

 事件につきましては、議案第４号といたしまして、監査委員の選任についてでございます。 

 審議結果といたしまして、大分市の市議会議員選挙が行われまして、大分市議会より選出をさ

れました、松本充浩議員、帆秋誠悟議員が組合議員となりました。欠員となった議会選出の監査

委員に帆秋誠悟議員を選任するもので、全会一致で選任に同意をされました。 

 以上でございます。 

○議長（生野 征平君）  由布大分環境衛生組合議会の報告が終わりました。 

 次に、閉会中の各委員会の調査研修の結果について報告を求めます。まず、教育民生常任委員

長、小林華弥子さん。 

○教育民生常任委員長（小林華弥子君）  おはようございます。教育民生常任委員会です。視察研

修を行いましたので報告をいたします。 

 本常任委員会は、所管事項のうち次の事件について調査報告を行ったので、その結果を下記の

とおり会議規則第１１０条の規定により報告します。 

 研修日時ですが、平成２５年５月２０日から２２日まで、研修視察先は岐阜県瑞浪市及び長野

県飯田市に行ってまいりました。 

 視察内容ですが、瑞浪市には、幼保一体化の取り組みについて、また飯田市については、小中
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連携・一貫教育の取り組みと公民館活動について、視察研修をしてきました。 

 参加議員につきましては、お手元に書いてあるとおりでございます。 

 研修内容ですけれども、本日は視察研修の報告が多くて簡潔にということですので、お手元の

資料を御一読いただきまして、特に視察研修をして委員会として学んだこと、感じたことについ

て報告をいたしたいと思います。 

 お手元の資料２ページ目、岐阜県瑞浪市について、幼保一体化の取り組みを視察研修して感じ

たこと、学んだこと。 

 瑞浪市の幼保一体化は、市内の全地区で保育・教育機会が平等に確保されるようにするために

始まった取り組みだが、国が認定こども園など、幼保一元化のための制度を検討整備する以前か

ら、随分と早い時期に独自に取り組み始めていました。 

 市が進取の気性を持って独自政策として幼保一体化に取り組んできたこと、国の制度が未整備

の中、総合特区の認定を受けて各種法律や規制の網をかいくぐりながら実現にこぎつけてこられ

た努力は、尊敬に値するものであったと思われます。 

 瑞浪市では、当初から市内各地域に公立保育園が設置されており、一連の幼保一体化の取り組

みも公立幼稚園と公立保育園の一体化であったため、市が主導して実施しやすかった面もあると

思われます。その点では、市内の地域ごとに公立と私立の幼稚園と保育園が混在している由布市

においては保育・教育の環境は異なっており、瑞浪市と同じように進めることはできないが、幼

保一体化の取り組みを進めることで、保育園、幼稚園の手続を一本化でき、保護者の就労状況に

合わせた選択が適切に行えるようになるなど、そのメリットは由布市においても大きいと感じら

れました。 

 今後は、国の子ども・子育て会議の動向を注視していく必要もありますが、地方版子ども・子

育て会議などを活用し、由布市の保育・教育ニーズや保護者の就労状況を把握しながら、由布市

の現状に合った保育・教育環境の体制整備を確立していく必要があると感じられました。 

 続きまして、長野県飯田市、小中連携・一貫教育と公民館活動について視察研修をしてきまし

た。 

 ５ページですが、飯田市には小学校１９校、中学校９校あり、全校で１２名の小規模校から、

１,０００人以上の大規模校まで、学校規模はさまざまでした。また、中学校区内の小学校数も

ばらばらで、中には、同じ小学校の中から２つの中学校へ児童が分かれて進学するという学校も

ありました。そういった中で、不登校児童生徒の増加など、子どもの実態と社会状況の変化に対

応するため、また地域ぐるみで教育を推進するために、これまでの、小学校は小学校、中学校は

中学校という、それぞれの完結型の義務教育から、９年間の系統的な教育を行う必要性があると

考えられ、先進的に小中一貫教育に取り組んできました。 
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 飯田市としての独自の教育方針を打ち出し、それに合った教育環境整備を全市域でやり抜いて

いる。その強いリーダーシップと率先力には大いに刺激されるものでした。 

 由布市においても、飯田市同様に全校生徒が少数の小規模小学校から中学校へ進学する小学校

はあり、出前授業などの取り組みや小学校同士が連携をした合同での学習の機会などの設定など、

中１ギャップへの対策の必要性が感じられました。 

 由布市では、中高一貫教育を実践しているという経験から、連携一貫した教育環境の整備につ

いては意義あるということが理解できました。 

 また、公民館活動についてですが、飯田市には行政が設置している公民館が２１カ所あります。

由布市でいう、はさま未来館ですとか、庄内公民館、湯布院公民館のような公民館が２１カ所あ

りまして、それぞれ小学校区単位に地区公民館として設置されています。 

 それぞれの公民館には、いわゆる市役所支所、自治振興センターと言っていますが、由布市で

言う地域振興課のようなところが、それぞれの公民館に併設をされていました。 

 さらに飯田市には、いわゆる地区公民館、町内公民館、その機能を持つ各自地区ごとの公民館

を、それぞれ行政が設置している公民館の分館として位置づけており、その数は全部で１０３館

ありました。 

 飯田市の公民館活動の取り組みには、古い歴史と長年培われてきた地域づくりや社会教育に対

する崇高な精神が息づいているようでした。 

 昭和３０年代から市町村合併を繰り返してきた飯田市は、周辺の町村を市に編入するときも、

また、複数の町村を飲み込んで新設合併してきたときも、常に合併の条件として、小学校区単位

で公設の地区公民館を残すこと、それから、その地区公民館に市役所の支所機能を持つ自治振興

センターを併設することを必須条件としてきたそうです。 

 飯田市では、公民館は地域住民が動かすという考え方を基本として、住民主体で公民館の運営

が行われていました。小さな地区活動から地域づくりまで、地域自治のベースが公民館となって

いる。まさに、住民の住民による住民のための住民自治の拠点となっていました。 

 住民による自治的な組織、まちづくり委員会というのが主体的に公民館を運営しており、行政

はそのサポートに徹しています。地域の一番小さな活動の拠点となっている分館と呼ばれる自治

公民館の活動が土台となり、行政が設置する地区公民館へ活動が切れ目なく伝わっていくように、

分館の代表者を地区公民館の専門員とするなどの体制が整えられていました。 

 飯田市の公民館活動の一番の目的は、次世代をどう育てるか、地域をどうやって支えていくか

という２つの役割を持っているということ。人づくりと地域づくりの重要な拠点としての公民館

のあり方は、ある意味では理想的な公民館のあり方を見た思いがしました。また、それを運営し

支えている住民たちの公民館活動のあり方は、驚愕に値するものでした。 
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 飯田市の公民館活動は、長年、伝統的に地域住民が取り組んできたという経緯があり、飯田市

民の間では、公民館の活動にかかわることを「公民館する」と言うのだそうです。住民の地域自

治に対する高い意識づくりと、それが脈々と受け継がれてきていること、そして住民みずからが

主体的に地域自治を行いながら地域をつくっていく場、地域ぐるみで子どもを育てる場、地域と

学校、ほかの自治組織をつなげる場として公民館は地域の中で重要な場所となっているようでし

た。 

 また、地域住民、公民館とほかの組織をつないでいく公民館主事がサポートするという体制も、

大変大きな役割を果たしているように感じました。 

 この驚愕と羨望に値する飯田市の公民館のあり方は、地域自治を大切にした住みよさ日本一の

町の実現を目指している由布市にとって、地域づくり、地域自治を行うための組織づくりや、地

域で地域自治を継承していくための仕組み、それを支える人を育てていく環境整備を進めるとい

った上でも、大変大きな刺激であり、大いに見習うべきことが多く、学ぶことの多い視察研修で

あったと思います。 

 以上、視察報告を終わります。詳しい資料が、御希望の方は言っていただければ、手元にあり

ますので紹介したいと思います。 

 以上です。 

○議長（生野 征平君）  次に、産業建設常任委員長、佐藤友信君。 

○産業建設常任委員長（佐藤 友信君）  皆さん、おはようございます。産業建設常任委員長の佐

藤友信です。常任委員会視察調査研修をいたしましたので報告をいたします。 

 本常任委員会は、所管事項のうち次の事件について調査研修を行ったので、その結果を下記の

とおり会議規則第１１０条の規定により報告いたします。 

 調査事件、公共サイン設置について、観光振興について。調査研修の期間、平成２５年５月

８日から１０日、３日間です。調査研修地、長野県東御市、群馬県草津町。調査研修視察者、私、

甲斐裕一副委員長、溝口泰章、佐藤正、利光直人委員です。議長がオブザーバーとして参加をし

ております。随行は、伊藤裕乃議会事務局員です。 

 ４ページをお開きください。 

 公共サイン設置について。東御市は、合併後、速やかに新市イメージの一体化を目指すことと、

看板のデザイン統一がなされておらず、景観への配慮が乏しいなどの問題があり、東御市サイン

計画を作成。また、市内には交通量の多い主要幹線道路があり、周辺には有名観光地が多いため、

通過していく人が多い。それらの問題を解決すべく、公共サイン設置の取り組みが始まった。事

業には多額の予算を必要としたが、新市でまとまって計画を取り組んだため、市民や議会からも

理解を得られ、計画はスムーズに進んだ。 



- 12 - 

 由布市にも有名観光地が存在するが、そこから市内全体に観光客を誘導し、地域活性化を進め、

さらなる市の一体化を望めると感じた。 

 観光振興について。草津町は観光産業で成り立っており、官民一体となって観光振興に取り組

んでいる。自然湧出量が日本一の草津温泉を有する当町は、２４年度の総入込客数が約２７４万

５,０００人、その６割以上を宿泊客が占めている。 

 町で経営している有料温泉は３つで、そのどれもが指定管理に出されており、近年黒字化に成

功している。町長は、経済を基本として考えるため、赤字は許さないという思いで企業の努力が

報われるような仕組みづくりに努めたと言う。 

 町の特質は、町民、行政、議会、観光協会、旅館組合、商工会等、全ての団体が一つの方向を

向いていることである。草津にお客さんを呼ぼうと、皆が結束をしているように感じた。 

 由布市においても、東御市と草津町で研修したことを参考にし、地元の人が暮らしやすく、ま

た観光客にも親しまれるまちづくりに貢献することが必要であると感じた。私たち議員も、由布

市の街並整備や観光産業に改めて目を向け、住民との意見交換を十分に重ねるなど、よりよい町

を目指して取り組みを進めていく必要があると考える。 

 以上で、産業建設常任委員会の視察報告といたします。詳しくは配付の資料をごらんください。 

○議長（生野 征平君）  次に、議会運営委員長、渕野けさ子さん。 

○議会運営委員長（渕野けさ子君）  皆さん、おはようございます。議会運営委員会委員長の渕野

けさ子です。委員会調査研修報告をさせていただきます。 

 本委員会は、所管事項のうち次の事件について調査研修を行ったので、その結果を下記のとお

り会議規則第１１０条の規定により報告します。 

 調査事件としては、新庁舎建設（議会棟）の取り組みについて。調査研修の期間、平成２５年

５月３０日から３１日。調査研修地は、豊後大野市、熊本県玉名市です。調査研修者はお手元の

とおりです。 

 調査研修結果につきましては、豊後大野市の概要は、同じ県内ですので御存じと思いますので

割愛させていただきます。 

 新庁舎に関するこれまでの経緯を述べておりますが、面積や建設費等については割愛させてい

ただきました。手元に資料がありますので、御必要な方は申し出てください。 

 由布市と大きく違うところは、豊後大野市では合併協議会で本庁舎の位置と本庁舎方式が決定

していたということです。大野郡５町２村という広域でありながら、議論を重ね、議会が提言し

たとおり、合併特例債の暫定期間内に建設できたことに敬意を表したいと思います。 

 新庁舎となって何かあったときには、すぐに担当課の職員を呼べるので機動力が上がったこと

は実感しているとの説明がありました。 
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 由布市は合併して今年で８年目を迎えようとしておりますが、これからがスタートです。それ

ぞれの分野の人材が英知を結集して議論を重ね、禍根を残すことのないように取り組まなければ

ならないことを感じました。 

 次に、玉名市の概要です。熊本県の北西部に位置し、面積は約１５２平方キロメートル、人口

は約６万９,５００人で県内第４番目の都市。玉名市も平成１７年１０月３日に玉名地域１市

３町が合併し、新しい玉名市が誕生いたしました。まだ新庁舎はでき上がっておりません。完成

予定は平成２６年の１２月です。 

 平成２５年１月、玉名市新庁舎の造成工事が始まりました。新庁舎の建設は合併協議会と新市

建設計画に基づき、平成１８年度に基本構想を策定するなど段階的に進めていました。しかし、

途中で一旦凍結し、規模や建設位置等について再検討を行い、建設費などを見直してきました。

事業費は総額で約４４億５,０００万円を見込んでいますが、さらなる削減を見直すとともに財

政的に合併特例債の適用期限である平成２７年度までの完成を目指しております。 

 そして、平成２７年１月から新しい庁舎で執務を行うことになっております。平成２６年４月

から消費税が上がるので、その前までに発注したいとの説明がありました。なぜなら、消費税が

上がることによって約１億円高くなるということです。 

 豊後大野市も玉名市も共通して言えることは、長い月日をかけて計画の再検討などがありまし

たが、市として可能な限り早い時期に方向性を見出し、合併特例債の適用期限である平成２７年

までの完成を目指しております。これには議会も建議書を提出しております。 

 由布市も本庁舎としての機能及び将来の由布市を見据えた上での適正規模をじっくり検討する

必要があるということを感じました。 

 なお、議会棟につきましては、豊後大野市では議場はとても明るくやさしい色合いにしてあり

ました。図書室もきちんとつくっていただいておりました。特徴は、喫煙室があったんですが、

これは市民から「これは特権じゃないでしょうか」と言う批判があったということです。 

 そこで、玉名市にお聞きしたところ、まだ建設は至ってないんですが、「喫煙室はつくらな

い」、「吸う人は外で吸っていただきたい」こういうふうにはっきりと言っておられました。 

 以上で、視察研修の報告を終わります。詳しいことは、また手元に持っておりますので、ぜひ

お声かけいただきたいと思います。 

○議長（生野 征平君）  次に、議会活性化調査特別委員会副委員長、工藤安雄君。 

○議会活性化調査特別委員会副委員長（工藤 安雄君）  皆さん、おはようございます。議会活性

化調査特別委員会副委員長の工藤安雄でございます。佐藤人已委員長がけがのため研修に参加で

きませんでしたので、私から報告をさせていただきます。 

 特別委員会調査研修報告書。本特別委員会は、所管事項のうち次の事件について調査研修を行
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ったので、その結果を下記のとおり会議規則第１１０条の規定により報告をいたします。 

 調査事件は議会改革（活性化）の取り組みについて。調査研修地は福岡県小郡市議会です。研

修視察者は下記のとおりでございます。 

 小郡市は、面積４５.５平方キロメートル、人口５万９,２００人。福岡市のベッドタウンで人

口が増加しております。小郡市は平成の合併はしていません。 

 議会改革については、先進地の栗山町議会を視察して、議会改革の意識が芽生え、やるべきこ

とを文書化することが大切との思いから、議会基本条例の策定に取り組んだそうです。 

 特徴的な取り組みとして、まず予算決算委員会での議論から、議会としての意見が一致したも

のは意見書として執行部に提出をしている。また、今後は、遅くとも２５年９月から常任委員会

のインターネット中継を実施する予定とのことでした。常任委員会は１日１委員会開催、予算決

算委員会は別に設置、また、各常任委員会では１年間の活動計画を４月に作成し、その活動計画

に従って委員会は活動や視察研修をしています。 

 質疑応答の中でも、議会改革の取り組みについて詳細な説明をいただきました。議会基本条例

の策定に当たっては、検討委員会の中で徹底的に議員が議論し、８７項目にも上る改革項目をみ

んなで話し合って議論してきたとのことでした。 

 また、視察報告は委員長や副委員長だけでなく、視察に参加した全議員が報告を出すようにし

ているなど、由布市議会としても見習うべき点が多くありました。 

 現在、当委員会は由布市議会基本条例の策定に取り組んでいます。条例の策定作業に追われる

だけでなく、小郡市議会のように改革すべき項目をみずから出し合って話し合い、その問題解決

の糸口を条例の中に盛り込んでいくという手法は大いに参考にしたいと感じました。 

 以上で、研修報告を終わります。 

○議長（生野 征平君）  以上で、委員会の調査研修報告を終わります。 

────────────・────・──────────── 

日程第４．請願・陳情について 

○議長（生野 征平君）  次に、日程第４、請願・陳情についてを議題とします。 

 議会事務局長に、請願・陳情の朗読を求めます。議会事務局長。 

○事務局長（秋吉 孝治君）  それでは、請願でございますけども、お手元に配付しております請

願文書表によりまして朗読いたします。 

 なお、請願者の氏名、紹介議員の敬称につきましては略させていただきます。 

 受理番号１、受理年月日、平成２５年５月２８日、件名、防火水槽の設置について、請願者住

所氏名、由布市挾間町○○○○○○○○、向原自治区自治委員宮﨑恭司、紹介議員、利光直人、

田中真理子。 
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 受理番号２、受理年月日、平成２５年６月３日、件名、義務教育費国庫負担制度の堅持を求め

る請願、請願者住所氏名、由布市庄内町大龍１８１８番地、大分県教職員組合由布支部執行委員

長山﨑宗治、紹介議員、佐藤郁夫、二ノ宮健治。 

 受理番号３、受理年月日、平成２５年６月３日、件名、地方財政の充実強化と地方自治体の主

体性の保証を求める意見書採択について、請願者住所氏名、大分市大手町３丁目２番６号、大分

県地方自治研究センター理事長中山敬三、紹介議員、佐藤郁夫、二ノ宮健治。 

 続きまして、陳情でございます。別紙の陳情文書表をごらんください。敬称は略させていただ

きます。 

 受理番号１、受理年月日、平成２５年３月１３日、件名、住民の暮らしの移動需要を全関係課

で把握し、対応する仕組みづくりを求める陳情書、陳情者住所氏名、由布市湯布院町○○

○○○○○○、谷千鶴。 

 以上でございます。 

○議長（生野 征平君）  ただいまの請願３件、陳情１件については、会議規則１４１条の規定に

より、お手元に配付の請願・陳情文書表のとおり、所管の常任委員会に付託します。 

────────────・────・──────────── 

日程第５．報告第４号 

日程第６．報告第５号 

日程第７．報告第６号 

日程第８．報告第７号 

日程第９．報告第８号 

日程第１０．報告第９号 

日程第１１．報告第１０号 

日程第１２．諮問第３号 

日程第１３．諮問第４号 

日程第１４．諮問第５号 

日程第１５．議案第４２号 

日程第１６．議案第４３号 

日程第１７．議案第４４号 

日程第１８．議案第４５号 

日程第１９．議案第４６号 

日程第２０．議案第４７号 

日程第２１．議案第４８号 
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○議長（生野 征平君）  次に、本定例会に提出されました、日程第５、報告第４号から日程第

１１、報告第１０号までの報告７件、日程第１２、諮問第３号から日程第１４、諮問第５号まで

の諮問３件、及び日程第１５、議案第４２号から日程第２１、議案第４８号までの議案７件を一

括上程します。 

 市長に提案理由の説明を求めます。市長。 

○市長（首藤 奉文君）  それでは、上程されました議案につきまして一括して提案理由を御説明

いたします。 

 本定例会で御審議をお願いいたします案件は、報告７件、諮問３件、議案７件でございます。 

 最初に、報告の７件を御説明いたします。 

 報告第４号平成２４年度由布市土地開発公社の経営状況を説明する書類の提出については、

５月９日開催の由布市土地開発公社理事会において、平成２４年度の事業報告と決算が承認され

ましたので、地方自治法第２４３条の３第２項の規定により書類を提出するものであります。 

 報告第５号平成２５年度由布市土地開発公社の事業計画を説明する書類の提出については、

３月２７日開催の由布市土地開発公社理事会において、平成２５年度の事業計画、収支予算、資

金計画が承認されましたので、地方自治法第２４３条の３第２項の規定により書類を提出するも

のであります。 

 報告第６号平成２４年度由布市一般会計継続費繰越計算書については、湯布院中学校改築事業

の翌年度への逓次繰越額が確定いたしましたので、地方自治法施行令第１４５条第１項の規定に

より報告するものであります。 

 報告第７号平成２４年度由布市一般会計繰越明許費繰越計算書については、２３の事業につい

て、翌年度繰越額と繰越財源が確定いたしましたので、地方自治法施行令第１４６条第２項の規

定により報告するものであります。 

 報告第８号例月出納検査の結果に関する報告について、それから報告第９号行政監査の結果に

関する報告について、報告第１０号財政援助団体等監査の結果に関する報告については、監査委

員による監査報告でありますので、代表監査委員より報告をいたします。 

 次に、諮問の第３号から第５号の人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについてを御説

明いたします。 

 この諮問は、現在も人権擁護委員をお願いしている豊岡陽子氏、半澤秀宣氏、岩尾豊文氏が、

平成２５年９月３０日をもって３年の任期が満了することから、引き続き委員をお願いいたした

く、人権擁護委員法第６条第３項の規定により、３委員の再任について議会の意見を求めるもの

であります。 

 次に、議案第４２号由布市子ども・子育て会議条例の制定については、現行の次世代育成支援
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対策地域協議会にかわり、平成２７年度から始まる新たな仕組みの子育て支援施策を実効性のあ

るものにするため、子ども・子育て支援法第７７条第１項の規定に基づき、由布市における子ど

も・子育て会議を設置し、会議の運営に必要な事項を条例で定めるものであります。 

 議案第４３号由布市営簡易水道事業設置条例の一部改正について、議案第４４号由布市簡易水

道事業給水条例の一部改正については、簡易水道事業統合計画に基づく、庄内簡易水道事業と蓑

草簡易水道事業の統合及び給水区域の拡張に伴い、簡易水道事業の名称、給水人口及び１日最大

給水量に変更が生じたこと等による改正でございます。 

 議案第４５号、議案第４６号は市道の認定に関する議案であります。 

 議案第４５号、小久保線は請願採択による市道の認定であり、議案第４６号、畑線は避難所へ

の進入路整備の請願採択による市道の認定であります。 

 議案第４７号平成２５年度由布市一般会計補正予算（第１号）については、歳入歳出にそれぞ

れ３億７,０９７万円を追加し、予算総額を１７７億７,８６７万６,０００円にお願いするもの

であります。主なものは、特別重点枠の防災減災対策として取り組んでおります防災情報告知シ

ステム整備事業の追加事業費、塚原全共跡地土地売却に伴う地元交付金、商工会館増改築事業に

係る商工会補助金、消防署庄内出張所の高規格救急自動車導入経費などとなっております。 

 また、今回、４月の人事異動に伴う人件費の組み替えと、第１回市議会定例会で可決されまし

た職員の給与の特例に関する条例の一部改正に伴う給与の減額分を措置しております。 

 議案第４８号平成２５年度由布市介護保険特別会計補正予算（第１号）については、歳入歳出

にそれぞれ２２６万６,０００円を追加し、予算総額を３８億３,９６８万１,０００円にお願い

するものであります。 

 歳入につきましては、国庫支出金、県支出金、繰入金、諸収入を増額するもので、歳出につき

ましては総務費、地域支援事業費を増額するものであります。 

 詳細につきましては、担当部課長から説明させますので、何とぞ慎重なる御審議の上、御賛同

いただきますようお願い申し上げます。 

○議長（生野 征平君）  市長の提案理由の説明が終わりました。 

 次に、報告第８号、報告第９号及び報告第１０号について、続けて代表監査委員より報告を求

めます。土屋代表監査委員。 

○代表監査委員（土屋 誠司君）  監査委員の土屋でございます。 

 それでは、報告第８号につきまして御報告申し上げます。 

 報告第８号例月出納検査の結果に関する報告について、地方自治法第２３５条の２第３項の規

定により、例月出納検査の結果に関する報告を別紙のとおり提出いたします。平成２５年６月

１２日提出、由布市代表監査委員土屋誠司。 



- 18 - 

 報告の内容につきましては１ページから３ページに記載しております。 

 地方自治法第２３５条の２第１項の規定によりまして、平成２５年２月、３月、４月の例月出

納検査を実施いたしました。 

 検査は、それぞれ２月２６日、３月２５日、４月２５日に、１月末、２月末、３月末の会計管

理者及び企業出納員の保管する現金の在高及び出納状況について検査いたしました。 

 結果につきましては、各月とも会計管理者及び企業出納員の保管する現金の在高及び出納関係

諸表等の計数の正確性の検証、並びに現金の出納事務が適正に行われたかどうかを検査したとこ

ろ、その計数は諸帳票の計数と一致しており、適正に処理されていると認められました。 

 以上で、第８号につきまして報告を終わります。 

 続きまして、報告第９号につきまして御報告申し上げます。 

 報告第９号行政監査の結果に関する報告について、地方自治法第１９９条第９項の規定により、

行政監査の結果に関する報告を別紙のとおり提出する。平成２５年６月１２日提出、由布市代表

監査委員土屋誠司。 

 １ページをお開きください。地方自治法第１９９条第２項の規定によりまして行政監査を実施

いたしました。 

 監査のテーマは公用車の運行管理状況についてでございます。 

 監査の目的は、公用車の運行管理が適正に行われた上で、効果的に利用されているかを検証す

るため実施いたしました。 

 監査の対象は、平成２５年１月末日において由布市が所有する公用車であります。ただし、今

回の監査では、消防署に配置されているもの及び消防団の積載車は除いております。 

 監査は、１ページ下段に記載しております監査の要領に基づいて実施いたしました。 

 監査結果につきまして、おおむね適正に管理されていると認められましたが、２ページ上段に

記載しております（１）から（４）までの４点について改善を求めました。 

 また、監査の意見として、２ページ中段以降（１）から（６）までの６項目について意見を示

しました。 

 本監査を総じて見ると、本年度より公用車の集中管理を実施するなど、効率的、効果的な事務

を執行しようという姿勢が伺えました。公用車は特に不特定多数の運転者が使用するため、入念

な点検管理が必要であると考えられます。 

 また、車両の運行について疑念なく言えるのは、事故があってからでは遅いということです。

現行の行政運営には不可欠である公用車の運行が安全に実施されますよう、諸課題については早

急に対応するとともに、職員各自においても安全運転を常に心がけ、公用車を効率的に利用する

ことで効果的な事務執行に努められるよう要望いたします。 
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 以上で、第９号の報告を終わります。 

 続きまして、報告第１０号につきまして御報告申し上げます。 

 報告第１０号財政援助団体等監査の結果に関する報告について、地方自治法第１９９条第９項

の規定により、財政援助団体等監査の結果に関する報告を別紙のとおり提出する。平成２５年

６月１２日提出、由布市代表監査委員土屋誠司。 

 １ページをお開きください。地方自治法第１９９条第７項の規定によりまして、２月８日から

３月２５日までの間、公益社団法人由布市シルバー人材センターについて、財政援助団体等の監

査を行いましたので御報告いたします。 

 監査対象団体の理事長、理事及び事務局長並びに市担当課の課長同席の上、団体に関する財政

援助に係る出納等の書類及び市担当課の事務にかかわる書類をもとに、運営上の効果等について

出席者を聴取し監査を実施いたしました。 

 なお、本監査では、財政の援助が団体の行う事業全般に充てられていることから、監査の範囲

を団体の行う全ての事業と判断し、中でも、人件費に係るものについて限定して行いました。 

 監査の結果につきましては、団体の人件費に係る出納事務について、定款及び諸規程等にそぐ

わない事務処理が確認されました。また、諸規程等自体にも一部不備が見受けられましたので、

その結果を団体及び主管課へ報告し、改善を講じるよう要望いたしました。 

 最後に、本監査における対象団体は、平成２４年度より公益社団法人の認可を受け、以前にも

増して社会貢献を趣旨とする団体として活動しております。 

 しかし、監査結果でも申し上げましたとおり、規定に沿わない事務処理が確認されました。そ

れについては規定内容を精査、調整することで、今後適正な事務執行が行われると判断いたしま

した。 

 また、補助金の交付を担当する所管課には、交付団体の指導、監督を徹底して、効果的な財政

援助が実施されるよう意見いたしました。 

 報告を終わります。 

○議長（生野 征平君）  ここで暫時休憩いたします。再開は１１時１０分とします。 

午前10時57分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午前11時11分再開 

○議長（生野 征平君）  再開します。 

 次に、ただいま上程されました各議案について詳細説明を求めます。 

 まず、報告第４号及び報告第５号について、続けて詳細説明を求めます。総合政策課長。 

○総合政策課長（溝口 隆信君）  総合政策課長です。それでは、報告第４号並びに報告第５号の
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詳細説明を行います。 

 まず、報告第４号平成２４年度由布市土地開発公社の経営状況を説明する書類の提出について、

地方自治法第２４３条の３第２項の規定により、由布市土地開発公社の事業の経営状況を説明す

る書類を次のとおり提出する。 

 １、平成２４年度事業報告書、２、平成２４年度財務諸表、（１）貸借対照表、（２）損益計

算書、（３）キャッシュフロー計算書、（４）準備金計算書、（５）財産目録、３、平成２４年

度監査意見書、平成２５年６月１２日提出、由布市長。 

 １ページをごらんください。 

 平成２５年５月９日に、由布市土地開発公社理事会におきまして、平成２４年度の事業報告及

び決算が議決され、公有地の拡大の推進に関する法律第１８条第３項の規定により、事業報告書

及び財産諸表が監査意見書とともに提出されましたので、地方自治法第２４３条の３第２項の規

定により報告いたします。 

 ３ページをごらんください。 

 平成２４年度の事業報告でございますけれども、今年度は、土地の取得及び処分等の業務はあ

りませんでした。管理業務では、市道向原別府線用地取得借入金利息として３２万４,０００円、

それから、下湯平若者定住化団地用地取得借入金利息として７９万１,９３３円を支払いを行い

ました。 

 また、市道向原別府線改良事業の計画延期に伴って用地買収の再延期が５カ年が理事会で承認

されました。由布市土地開発基金より、この用地の取得資金の１,８００万円を利率年利

０.０２％として借りかえを行いました。この件につきましては、本年３月議会で補正予算とし

て報告させていただいたところでございます。 

 以下、理事会の開催状況、監査の状況、役員等の状況を記載しております。 

 次に、２４年度の財務諸表について御説明をいたします。７ページをごらんください。 

 まず、貸借対照表ですが、平成２５年３月３１日時点での公社の１年間の財務状況を資産の部、

それから負債の部、資本の部で現在高を示したものでございまして、資産及び負債、資本合計と

もに１億２,６９５万８,６１０円となっております。 

 次に、７ページをお開きください。損益計算書です。１年間の収益と費用を計算するもので、

当期利益については６５３円の利益となっております。 

 次に、８ページお願いします。キャッシュフロー計算書ですが、１年間の現金、預金の動きを

あらわしたもので、普通預金の年度末残高は２,４１９万３,７６２円、同じく定期預金残高は

４０３万３,６１３円、合計２,８２２万７,３７５円の残高となっております。 

 ９ページは、販売費及び一般管理費で、人件費及び一般経費の内訳を記載してございます。 
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 １０ページをごらんください。準備金計算書です。前年度準備金９５１万６,４３５円に当期

純利益を６５３円を加えた９５１万７,０８８円が当期準備金となり、下段の準備金処理計算書

により、次期繰越準備金として処理をいたしております。 

 次に、１１ページは財産目録で資産合計１億２,６３４万６１０円から、負債合計１億

４１１万７,５２２円を差し引いた２,２５１万７,０８８円が純資産ということになります。 

 以下、１２ページ以降に預金明細表及び残高証明書、それから公有用地の明細表、資産明細表、

借入金明細表を添付しております。 

 ３１ページから３３ページにかけましては、平成２４年度の中間監査並びに決算に係る監査意

見書を掲載しております。 

 以上で、第４号の詳細説明を終わります。 

 続きまして、報告第５号の詳細説明を行います。 

 報告第５号平成２５年度由布市土地開発公社の事業計画を説明する書類の提出について、地方

自治法第２４３条の３第２項の規定により、由布市土地開発公社の事業計画を説明する書類を次

のとおり提出する。 

 １、平成２５年度由布市土地開発公社事業計画について、２、平成２５年度由布市土地開発公

社予算、３、平成２５年度由布市土地開発公社資金計画について。平成２５年６月１２日提出、

由布市長。 

 １ページをお開きください。平成２５年３月２７日に、由布市土地開発公社理事会におきまし

て、平成２５年度の事業計画及び収支予算書並びに資金計画が議決され、公有地の拡大の推進に

関する法律第１８条第２項の規定により承認されましたので、地方自治法第２４３条の３第２項

の規定により報告いたします。 

 まず、事業計画ですが、公有地取得事業の管理利息として２件、下湯平若者定住化活性化事業

及び市道向原別府線道路用地取得事業の借入金利息事業のみの計画となっております。 

 次に、２ページから予算となっております。収益的収入については、附帯事業収益、それから

補助金収益、受取利息で１０２万２,０００円、それから収益的支出は、一般管理費、支払利息

並びに予備費で１０２万２,０００円を計上しております。 

 次に、３ページをごらんください。資本的収入については、短期借入金として長期借入金の利

息分を前受金として受け入れ、合計で６,７４０万３,０００円を計上しており、同支出では、公

有地取得事業費と短期借入金返済金を合わせて６,７４０万３,０００円を計上いたしております。

２５年度の借入金限度額は６,７３９万９,０００円と定めております。 

 ４ページから６ページまでは、予算の実施計画を掲載しております。 

 次に、７ページ、８ページをごらんください。２５年度の資金計画ですが、ほぼ前年並みとな
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っております。 

 以下、９ページ以降に一般管理費の明細、１０ページには予定損益計算書、それから１１ペー

ジには予定貸借対照表、１２ページには予定キャッシュフロー計算書を添付しております。参照

していただきたいと思います。 

 以上で、詳細説明を終わります。どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（生野 征平君）  次に、報告第６号及び報告第７号について、続けて詳細説明を求めます。

財政課長。 

○財政課長（梅尾 英俊君）  財政課長でございます。詳細説明を申し上げます。報告第６号をお

願いいたします。 

 報告第６号平成２４年度由布市一般会計継続費繰越計算書について、地方自治法施行例第

１４５条第１項の規定により、継続費に係る歳出予算の経費を繰り越したので、報告する。平成

２５年６月１２日提出、由布市長。 

 裏面をごらんください。継続費の繰越計算書でございます。平成２４年度、２５年度の２カ年

の継続費を設定して、現在実施しております湯布院中学校改築事業の２５年度への逓次繰越額が

９９２万６,３３８円に確定しましたので報告するものでございます。 

 続きまして、報告第７号をお願いします。 

 報告第７号平成２４年度由布市一般会計繰越明許費繰越計算書について、地方自治法施行例第

１４６条第２項の規定により、繰越明許費に係る歳出予算の経費を繰り越したので、報告する。

平成２５年６月１２日提出、由布市長。 

 裏面をごらんください。一般会計繰越明許費繰越計算書でございます。昨年１２月の補正予算

第４号で１件、それから本年３月の補正予算で第５号で２３件、計２４件の議決をいただいてお

りましたが、２３件の事業の繰り越しを行いました。翌年度繰越額の合計は、一番下に記載して

おります５億２,６１７万２,０００円です。 

 なお、繰り越し理由については、予算提案の際に説明いたしましたので、省略をさせていただ

きます。 

 以上でございます。 

○議長（生野 征平君）  次に、諮問第３号から諮問第５号まで、続けて詳細説明を求めます。総

務部長。 

○総務部長（相馬 尊重君）  総務部長でございます。それでは、諮問第３号から諮問第５号まで、

３件について詳細説明を行います。 

 まず、諮問第３号人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて、下記の者を人権擁護

委員に推薦したいので、人権擁護委員法第６条第３項の規定により、議会の意見を求める。 
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 住所、大分県由布市挾間町谷１１９２番地、氏名、豊岡陽子、生年月日、昭和２３年１０月

２２日、満６４歳。平成２５年６月１２日提出、由布市長。 

 裏面に豊岡氏の経歴書を添付しております。 

 次に、諮問第４号をお願いします。諮問第４号人権擁護委員の推薦につき意見を求めることに

ついて、下記の者を人権擁護委員に推薦したいので、人権擁護委員法第６条第３項の規定により、

議会の意見を求める。 

 住所、大分県由布市庄内町渕３４６８番地、氏名、半澤秀宣、生年月日、昭和２２年６月

１８日、満６５歳。平成２５年６月１２日提出、由布市長。 

 同じく、裏面に半澤氏の経歴書を添付いたしております。 

 次に、諮問第５号をお願いいたします。諮問第５号人権擁護委員の推薦につき意見を求めるこ

とについて、下記の者を人権擁護委員に推薦したいので、人権擁護委員法第６条第３項の規定に

より、議会の意見を求める。 

 住所、大分県由布市湯布院町川上２９５４番地１、氏名、岩尾豊文、生年月日、昭和２３年

８月２０日、満６４歳。平成２５年６月１２日提出、由布市長。 

 同じく、裏面に岩尾氏の経歴書を添付いたしております。 

 以上３件の諮問に係る３名の方々は、これまで人権擁護委員としての経験も豊富で、地域の実

情にも明るく、温厚誠実で責任感が強く、地元住民の皆さんからの信望も厚く、人権相談の適切

な処理、人権思想の普及啓発に積極的に取り組んでいただける方ばかりでございます。人権擁護

委員候補者として適任であることから、推薦をするものでございます。 

 なお、再任後の任期は、平成２５年１０月１日から平成２８年９月３０日までの３年間となり

ます。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長（生野 征平君）  次に、議案第４２号について詳細説明を求めます。健康福祉事務所長。 

○健康福祉事務所長（衛藤 哲雄君）  健康福祉事務所長です。議案第４２号について詳細説明を

いたします。 

 議案第４２号由布市子ども・子育て会議条例の制定について、由布市子ども・子育て会議条例

を別記のように定める。平成２５年６月１２日提出、由布市長。 

 提案理由、子ども・子育て支援法第７７条第１項の規定に基づき、由布市子ども・子育て会議

を設置することによる。 

 裏面をお願いいたします。内容説明の前に、これまでの経緯を少し説明をさせていただきます。 

 現行の次世代育成支援対策地域協議会では、次世代育成支援対策推進法の規定に基づき、平成

２１年度に策定した後期構造計画を積極的に進めるため、協議会を設置し取り組んでまいりまし
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た。 

 今回提案しています子ども・子育て会議では、子ども・子育て支援法の規定に基づき、平成

２７年度から始まります子ども・子育て支援新制度を着実に推進していくために、合議制の機関

を設置する場合は、組織及び運営に関し必要な事項は条例で定めるとなっております。 

 この子育て会議では、保育所や小規模保育等の利用定員の設定、子ども・子育て支援事業計画

の策定、由布市における子ども・子育て支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関し、必

要な事項及び当該施策の実施状況について調査審議することとしていますが、平成２５年度で、

早速、子育て支援に関するニーズ調査を行いますので、その内容や手法を会議に諮っていきたい

と考えています。 

 それでは、規定内容になりますが、第１条では会議条例の設置根拠としては、子ども・子育て

支援法第７７条第１項に基づくものになります。 

 第２条では、所掌事務として保育所等の利用定員の設定、子ども・子育て支援事業計画の策定、

そのほか由布市が行う子育て支援施策について審議することとしています。 

 第３条では、子育て会議の委員は２０人以内とし、委員の構成については、子育て支援にかか

わる関係団体や従事者、特に子育て支援を利用する保護者等の参画に配慮しながら、子育て現場

の声を反映させられるよう、実効性のある組織にしております。 

 第４条では、委員の任期については２年とし、第５条では会長及び副会長の選任方法など、第

６条では会議の招集及び議決について、第７条では必要に応じて関係者の出席等ができるように

し、第８条では会議の庶務は子育て支援課で行うこととしています。 

 第９条では、この条例以外の内容で必要な事項は子育て会議に諮って定めることとしています。 

 附則として、この条例の施行については、平成２５年７月１日からとしています。 

 以上でございます。 

○議長（生野 征平君）  次に、議案第４３号から議案第４６号まで、続けて詳細説明を求めます。

産業建設部長。 

○産業建設部長（工藤 敏文君）  産業建設部長でございます。議案第４３号から議案第４６号ま

での詳細説明を申し上げます。 

 まず、議案第４３号でございます。議案第４３号由布市営簡易水道事業設置条例の一部改正に

ついて、由布市営簡易水道事業設置条例の一部を改正する条例を別記のように定める。平成

２５年６月１２日提出、由布市長。 

 提案理由、簡易水道事業の統合及び給水区域の拡張に伴い、簡易水道事業の名称、給水人口及

び１日最大給水量に変更が生じたことによる。 

 この条例の改正につきましては、庄内簡易水道事業と蓑草簡易水道事業の事業統合と、庄内簡
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易水道事業及び塚原簡易水道事業の給水区域の拡張により、改正するものでございます。 

 新旧対照表にて説明いたしたいと思いますので、次のページをお開きください。 

 まず、現行条例第２条の名称欄の「由布市営蓑草簡易水道事業」を削除いたします。 

 次のページ、別表第３条関係でございますが、改正案中の庄内簡易水道事業の給水区域の欄に

蓑草簡易水道事業の給水区域と、給水区域の拡張により新たに野畑の成合地区を追加いたします。 

 また、給水人口、１日最大給水量は、実績給水量、実績給水人口に基づいた推計により見直し

を行いまして、給水人口、４,４００人と１日最大給水量を２,６００立方メートルに改めます。 

 次のページでございますが、現行の「蓑草簡易水道事業」を削除いたします。最後のページで

は塚原簡易水道事業につきまして、給水区域の拡張により、給水人口と１日最大給水量を改正し、

３８０人と４５０立方メートルといたします。 

 以上で、議案第４３号の詳細説明を終わります。 

 次に、議案第４４号でございます。議案第４４号由布市簡易水道事業給水条例の一部改正につ

いて、由布市簡易水道事業給水条例の一部を改正する条例を別記のように定める。平成２５年

６月１２日提出、由布市長。 

 提案理由、簡易水道事業の統合及び給水区域の拡張に伴い、給水区域に変更が生じたこと等に

よる。 

 この条例の一部改正につきましても、先ほどの設置条例の一部改正と同様の理由により改正す

るものでございます。 

 次のページの新旧対照表をごらんください。 

 現行条例の第２条中、「給水人口及び給水量」の字句を削除いたします。給水人口、給水量に

つきましては、先ほど御説明いたしました設置条例で規定されておりますことから、今回これを

削除いたします。 

 次に第２条１号のアの欄において、改正案としまして、庄内簡易水道の給水区域の西の括弧中

に「蓑草、上武宮、後田」、これは蓑草簡易水道の給水区域でございます。さらに野畑の括弧中

に「成合」を加えます。 

 次のページをごらんください。現行条例のウの「蓑草簡易水道」を削除をいたします。このこ

とによって、改正案では現行条例のエがウに、オがエに繰り上がるものでございます。 

 以上で、４４号の詳細説明を終わります。 

 続きまして、議案４５号と４６号の市道路線の認定議案について詳細説明を申し上げます。 

 まず、議案第４５号市道路線（小久保線）の認定について、市道路線を次のように認定したい

ので、道路法第８条第２項の規定により、議会の議決を求める。 

 路線名、小久保線、起点、由布市挾間町鬼瀬５２４番１地先、終点由布市挾間町鬼瀬５０２番
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３地先、平成２５年６月１２日提出、由布市長。 

 提案理由は、市道認定の請願採択があった里道を市道として管理することによる。 

 裏面の位置図をごらんください。平成２３年の第２回定例会で請願採択のあった路線でござい

ます。採択時に条件とされておりました、転回場所の土地が市有地となりましたので認定するも

のでございます。延長は１６１.１メーターでございます。 

 次に、議案第４６号でございます。議案第４６号市道路線（畑線）の認定について、市道路線

を次のように認定したいので、道路法第８条第２項の規定により、議会の議決を求める。 

 路線名、畑線、起点、由布市湯布院町下湯平６５５番１地先、終点由布市湯布院町下湯平

５８４番、平成２５年６月１２日提出、由布市長。 

 提案理由、避難所への進入路整備として請願採択のあった新設道路を市道として管理すること

による。 

 裏面の位置図をごらんください。市道の庄内湯平線から緊急避難所として利用しております、

下湯平地区畑公民館への進入路を新設するもので、平成２３年第３回定例会で請願採択された路

線でございます。延長は１９２.５メーター、幅員は５メーターで整備してまいります。 

 以上で、４３号から議案第４６号までの詳細説明を終わります。どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

○議長（生野 征平君）  次に、議案第４７号について詳細説明を求めます。財政課長。 

○財政課長（梅尾 英俊君）  財政課長です。それでは、補正予算書をごらんください。予算書に

従いまして説明をさせていただきます。 

 なお、平成２５年度６月補正予算の概要は、主な補正事業の内訳、財源の内訳などを掲載して

おりますので、予算書の補足資料として御参照いただきたいと思います。 

 議案第４７号平成２５年度由布市一般会計補正予算（第１号）、平成２５年度由布市の一般会

計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３億７,０９７万円を追加し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ１７７億７,８６７万６,０００円とする。 

 ２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算

の金額は、第１表歳入歳出予算補正による。 

 第２条、地方債の追加および変更は、第２表地方債補正による。平成２５年６月１２日提出、

由布市長。 

 次のページをお願いいたします。 

 第１表歳入歳出予算補正です。歳入歳出の款項ごとに補正額を計上しております。 

 次に、３ページをお開きください。第２表地方債補正です。上段の追加分は緊急自動車、高規
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格救急自動車の購入事業と湯平小学校施設整備事業を計上しております。２件の事業で合計

２,０４０万円です。 

 変更分は３件で、限度額が４,７００万円の増となっています。消防庁舎建設事業が、当初予

算で合併特例債を充てていましたが、起債充当率１００％の緊急防災減災債が確保できましたの

で、その充当率の差の分を計上しております。防災情報中継局設置事業は、事業費の追加に対応

したものです。由布川小学校体育館整備事業は、追加分のところで説明いたしました湯平小学校

施設整備分を含めて計上しておりましたので、今回、組みかえを行っております。 

 続きまして、４ページをお願いいたします。事項別明細書です。歳入から御説明します。 

 歳入については、一般財源扱いされているものを説明し、特定財源として歳出に充てられてい

るものは歳出の項目で説明します。 

 ９ページをお願いします。上段の１８款寄附金１項寄附金１目寄附金の計２０万円は一般寄附

で１件分です。その下の１９款繰入金１項繰入金１目繰入金２節基金繰入金６,４４５万

２,０００円は財政調整基金からの繰入金です。基金の本年度取り崩し累計額は４億５,０１２万

円になります。 

 その下の２１款諸収入５項雑入３目過年度収入１節防衛交付金過年度収入５７７万８,０００円

は、平成２４年度実施分に係るものです。 

 続きまして、１１ページをお願いします。ここから歳出ですが、今回の補正予算で人件費につ

いては、４月の人事異動に伴います職員給与等の組みかえと、３月の定例議会で議決をいただき

ました給与減額の条例に係る減額などを計上しています。このため、人件費に関する補正箇所が

多くなっておりますが、以上の内容ですので、各科目での人件費増減の説明は省略させていただ

きます。よろしくお願いいたします。 

 １５ページをお願いします。２款総務費１項総務管理費２目文書広報費１の広報広聴推進事業

４８万円は、ＯＢＳ放送、ｉナビおおいたへの由布市情報の発信の委託料です。 

 その下の５目財産管理費１の湯布院庁舎等管理事業６３万円は、由布院駅前公衆トイレの照明

設備の修理と、南由布駅ふれあい館の壁修理の経費です。 

 ３の入会地分収交付金事業の地元交付金１億２,２０５万５,０００円は、塚原全共跡地土地売

り払いに伴う交付金です。売り払い金から交付金を差し引いた財源は、上の２の普通財産管理事

業のところで財源調整を行っています。 

 ２２節の補償金１３万１,０００円は湯布院町川上重見の治山事業作業道開設に伴う立木補償

金です。 

 その下の６目企画費１のＵＪＩターンの推進事業の４２０万６,０００円は、空き家実態調査

業務の委託料です。 
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 次、１７ページをお願いします。実態調査は県が行う空き家データベース化事業に伴うもので、

調査は市町村が行い、費用については県補助を受けるようになっております。その下の９目地域

振興費１の由布川地域都市再生整備事業２６８万８,０００円は、地権者との協議が調いました

ので、当初予算計上の用地単価の差額分と立木等の補償費を計上しています。 

 その下の１０目諸費並びに１１目交通安全対策費の消耗品については、いずれも新任者の制服

で、３万９,０００円は少年補導員用２人分、４４万８,０００円は交通指導員４名分です。 

 少しページを飛ばして２３ページをお願いします。上段の３款民生費１項社会福祉費２目高齢

者福祉費１の福祉施設管理事業１０７万７,０００円は、城ケ原のゲートボール場整備工事費で

す。 

 続いて２７ページをお願いします。上段の２項児童福祉費２目子育て支援費１の子ども・子育

て支援策定事業７万６,０００円は、子ども・子育て会議条例化に伴い、謝金から報酬への組み

かえと、同時に委員数と会議回数の増により増額となっています。 

 その下の３項生活保護費１目生活保護総務費１の生活保護業務支援事業２１万８,０００円は、

４月の異動に伴う職員の社会福祉主事資格認定通信課程スクーリングの旅費と講習会負担金です。

２の生活保護適正化実施推進事業７８万８,０００円には国庫補助金を充当しています。 

 ２９ページをお願いします。下段の４款衛生費１項保健衛生費４目予防費１の予防接種推進事

業２６８万円は風疹予防接種費助成事業です。新規事業で、風疹患者が急増しており、特に妊娠

女性が感染すると赤ちゃんが重い障がいを起こす可能性が高くなります。このようなことから、

今回緊急防止策として予防接種の勧奨を行うものです。 

 ３１ページをお願いします。下段の６款農林水産業費１項農業費２目農業総務費１の農業総務

費３４万３,０００円は、会計検査の事後事務に伴う特別旅費です。 

 ３３ページをお願いします。中段の３目農業振興費１の農業経営所得安定対策事業３０万円は、

県補助金増額に対応した事業費の増です。補助率は１０割です。 

 その下の７款商工費１項商工費１目商工総務費１の消費者行政事業８７万３,０００円は、県

補助金増額による事業費増です。消耗品費５８万７,０００円は全戸配付用の啓発チラシが主な

ものです。県補助金の増額の関係で財源の調整も行っております。 

 ３５ページをお願いします。２目商工振興費１の商工振興活性化事業、商工会館増改築補助金

３,０００万円は商工会と協議が調いましたので今回計上しております。総事業費は約４,８００万

円に対するものです。 

 その下の３目観光費１の観光振興整備事業、地域資源ブラッシュアップ業務１５８万４,０００円

は、県補助金の重点分野雇用創造事業臨時特別交付金を活用しての事業です。内容は、由布市観

光コンシェルジュによる質の高い観光情報発信などを行うものでございます。 
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 ２の地域イメージ向上対策事業２５万円は、クルーズトレインななつ星運行に向けた取り組み

として実施する、久大線沿線景観整備用の花の種子代でございます。 

 ３７ページをお願いします。中ほどの９款消防費１項消防費１目常備消防費１の緊急自動車購

入事業２,０３２万３,０００円は、庄内出張所の救急自動車新車導入経費です。この救急車につ

きましては、年数経過と走行距離が多くなったために買いかえの時期を迎えていました。この状

況を踏まえて、今年度の消防庁の寄贈事業に要望をしていたところ、厳しい選考の中に寄贈が決

まりました。この寄贈事業は、一般社団法人日本損害保険協会によるもので、車両の現物支給と

なっており、標準装備品以外の費用については寄贈を受ける団体の負担となっております。その

ため、資機材の購入並びに艤装の経費などを計上しております。特別旅費は車両の中間検査に伴

うための旅費です。財源は合併特例債を充てています。 

 次に、２の消防庁舎建設事業については財源の変更です。当初予算では合併特例債を充当して

おりましたが、起債充当率１００％、交付税措置７０％の緊急防災減災債を借りられるようにな

りましたので、その調整を行っております。 

 ３９ページをお願いします。２目非常備消防費１の非常備消防活動推進事業、消防備品購入補

助金５４万６,０００円は、高津透内自治区以下５つの団体に対する補助金です。コミュニティ

助成事業補助金２００万円は西石松自主防災会の活動に補助するものです。財源のその他はコミ

ュニティ助成金です。その下の３目災害対策費１の地域防災推進事業消耗品費５９万３,０００円

は防災士活動用ベスト１２０着分です。２分の１補助の県費を充てています。 

 自主防災組織等資機材整備補助金３００万円は、一組織３０万円を限度に対象経費の５分の

４以内の額を補助するもので、１０組織分を計上しています。 

 次に、２の災害対策環境整備事業は防災情報告知システム整備の事業費です。中継局並びに放

送設備に伴う委託業務費と工事費を計上しています。それから、１７節の土地購入費は、その中

継局整備に伴うものです。 

 １８節の備品購入費は１億５,４６１万３,０００円は個別受信機の防災ラジオ１万５,５００台

分を計上しています。この防災ラジオについては補助率２分の１の県補助を充てています。 

 下段の１０款教育費１項教育総務費２目事務局費１の学校規模適正化事業、小学校統廃合補助

金１００万円は南庄内小学校分です。 

 ４１ページをお願いします。下段の３目教育指導費１の特色ある学校教育推進事業４９万

５,０００円は、県の委託事業、大分っ子体力向上推進事業経費です。体育専科教員の他校訪問

旅費と体育用品の購入費などを計上をしております。 

 ２の学校図書活用推進事業は、湯平小学校の学校図書館活用支援ボランティアの謝金を計上し

ています。補助率３分の２の県補助事業です。 
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 次に、３の子ども自立支援事業は、不登校児童生徒支援事業費です。新学期が始まり不登校児

童生徒が急増した状況にありましたので、緊急の対策として予算措置するものです。支援体制の

充実を図るため、常勤教育相談員１名分の賃金と、専門知識を有する別府大学院生に協力をいた

だく際の謝金などを計上しております。 

 ４３ページをお願いします。中段の３項中学校費３目教育振興費１の湯布院中学校振興事業

１０万３,０００円は指定寄附による図書購入費です。 

 ４５ページをお願いします。下段の６項社会教育費１目社会教育総務費１の社会教育活動推進

事業、自治公民館等整備補助金９９万８,０００円は並柳公民館の改修に伴うものです。 

 ４７ページをお願いします。下段の１３款諸支出金２項基金費１目基金費１の基金積立事業

１４３万４,０００円は、歳入に計上していますふるさと納税の寄附金に伴う積み立てです。 

 詳細説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長（生野 征平君）  次に、議案第４８号について、詳細説明を求めます。健康福祉事務所長。 

○健康福祉事務所長（衛藤 哲雄君）  健康福祉事務所長です。議案第４８号について詳細説明を

いたします。 

 議案第４８号平成２５年度由布市介護保険特別会計補正予算（第１号）、平成２５年度由布市

の介護保険特別会計補正予算（第１号）は次に定めるところによる。 

 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２２６万６,０００円を追加し、歳入歳出予

算の総額をそれぞれ３８億３,９６８万１,０００円とする。 

 ２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算

の金額は、第１表歳入歳出予算補正による。平成２５年６月１２日提出、由布市長。 

 今回の補正予算につきましては、包括支援センターの体制見直しに伴う電算システムの環境統

合作業に係る経費、また、地域ケア会議開催に伴う臨時職員の人件費に係るものを計上しており

ます。 

 それでは、６、７ページの事項別明細書をお願いします。 

 まず、歳入ですが、３款国庫支出金、５款県支出金、７款繰入金１項一般会計繰入金２目地域

支援事業繰入金につきましては、包括的支援事業に係る国、県、市の、それぞれの負担割合に応

じて計上しています。 

 その下の３目その他一般会計繰入金、事務費繰入金につきましては、歳出で計上しています包

括支援センター介護支援システム環境統合作業委託料は、事務費に係るものですので一般会計か

ら繰り入れるものです。 

 ７款繰入金２項基金繰入金１目介護給付費準備基金繰入金については、財源の不足分を介護給

付費準備基金より繰り入れるものです。 
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 ９款諸収入３項雑入３目雑入については臨時職員雇用保険料の個人負担分になります。 

 次に、８ページ、９ページの歳出ですが、１款総務費１項総務管理費１目一般管理費１３節委

託料、電算運用業務につきましては、包括支援センターの体制見直しに伴う介護支援システムの

環境統合作業の委託料になります。 

 ５款地域支援事業費２項包括的支援・任意事業費２目任意事業費４節共済費、７節賃金につき

ましては、地域ケア会議開催に伴う新規雇用の臨時職員、８月から３月までの８カ月分の人件費

になっております。 

 以上でございます。 

○議長（生野 征平君）  以上で、各議案の詳細説明が終わりました。 

────────────・────・──────────── 

○議長（生野 征平君）  これで、本日の日程は全て終了いたしました。 

 次回の本会議は、６月１４日午前１０時から一般質問を行います。 

 なお、一般質問通告書追加分提出締め切りはあすの正午まで、議案質疑にかかわる発言通告書

の締め切りは１４日の正午までとなっていますので、厳守をお願いいたします。 

 本日はこれにて散会します。御苦労でした。 

午後０時02分散会 

────────────────────────────── 

 


